
関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況

１ 関西圏域における医療提供体制等の状況

２ 年齢別新規陽性者数

３ 年齢別新規陽性者数 対人口割合

４ 関西圏域における新規陽性者数の推移

（参考１）第５波から第７波の新規陽性者の状況

（参考２）人口10万人に対する直近１週間の陽性者数

「新規陽性者」：令和４年９月27日以降の数値は、HER-SYSデータをもとにした厚生労働省の公表値（以下の３つの計）を使用
・医療機関からの発生届出対象の報告数
・医療機関からの発生届出対象外の報告数
・健康フォローアップセンター等での登録数 1
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１ 関西圏域における医療提供体制等の状況（11月8日0:00時点）
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※１検査報告の遅れ等の影響により100％を越える場合がある
※２徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市については非公表
※３奈良県、和歌山県の確保病床使用率は運用病床数で算出

人口
確保病床
使用率

確保病床
使用率

【重症患者】

新規陽性者
(最近１週間)

新規陽性者の１
週間対比

陽性率
(最近１週間)

※１
重症者数

単位 千人 ％ ％
対人口
10万人

前週比 ％ 人

滋賀県 1,414 30.6 3.8 313.8 1.33 62.1 2

京都府 2,578 26.5 10.3 217.5 1.43 50.7 18 

京都市 1,464
※2

ー
※2

ー
223.6 1.49 20.8 １

大阪府 8,838 20.2 15.3 254.3 1.24 22.9 236

大阪市 2,756
※2

ー
※2

ー
240.4 1.24 23.7

※2
ー

堺市 826
※2

ー
※2

ー
223.5 1.09 24.7 3

兵庫県 5,465 21.3 7.0 228.6 1.24 39.4 10

神戸市 1,525 25.1 4.4 185.6 1.28
※2

ー
2

奈良県 1,324
※3

37.6
※3

8.0
246.1 1.20 44.3 2

和歌山県 923
※3

91.3
※3

17.6
346.8 1.30 49.5 3

鳥取県 553 22.8 0.0 422.3 1.34 18.2 0

徳島県 720 19.2 4.0 267.8 1.69 39.0 1

関西計 21,815 22.6 13.3 255.5 1.28 31.8 272



２ 年齢別新規陽性者数（R４.10.26～ R４.11.1）
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（国の公表資料を基に作成）

※ 年代不明・非公表等の人数は含まれない

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 関西計 ％

10歳未満 530 355 1,788 1,042 339 297 295 138 4,784 10.9

10代 700 799 2,756 1,923 503 609 305 268 7,863 17.8

20代 402 638 2,773 1,243 324 279 200 114 5,973 13.5

30代 490 546 2,555 1,289 326 288 220 118 5,832 13.2

40代 598 673 2,761 1,625 403 383 233 181 6,857 15.5

50代 399 504 2,624 1,313 353 284 172 118 5,767 13.1

60代 184 256 1,150 802 204 143 139 85 2,963 6.7

70代 145 227 948 511 172 114 88 55 2,260 5.1

80代 82 156 599 264 77 78 64 38 1,358 3.1

90代以上 31 63 170 119 26 31 27 25 492 1.1

計 3,561 4,217 18,124 10,131 2,727 2,506 1,743 1,140 44,149 100.0

３ 年齢別新規陽性者数（ R４.10.26～ R４.11.1 ）対人口割合
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（国の公表資料、総務省統計局「人口推計」令和３年10月１日現在を基に作成）

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 関西全体

10歳未満 0.44 0.19 0.27 0.25 0.36 0.46 0.69 0.29 0.29

10代 0.50 0.36 0.37 0.39 0.42 0.78 0.62 0.46 0.41

20代 0.28 0.22 0.28 0.24 0.28 0.39 0.44 0.19 0.27

30代 0.31 0.21 0.26 0.23 0.26 0.33 0.39 0.17 0.25

40代 0.29 0.19 0.22 0.21 0.23 0.32 0.32 0.19 0.22

50代 0.21 0.15 0.21 0.17 0.20 0.23 0.26 0.13 0.19

60代 0.11 0.09 0.12 0.12 0.12 0.12 0.18 0.08 0.12

70代 0.08 0.06 0.08 0.07 0.09 0.08 0.12 0.05 0.08

80代以上 0.10 0.09 0.10 0.07 0.08 0.10 0.14 0.08 0.09

新規陽性者数/全人口 0.25 0.16 0.21 0.19 0.21 0.27 0.32 0.16 0.20

（単位：％）
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４ 関西圏域における新規陽性者数の推移（R3.12.17～、１週間移動平均）
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関西圏域(2/9)
25,739.4人

京都府(2/10)
2,642.3人

関西圏域(8/24)
46,143.9人

兵庫県(8/24)
10,959.4人

大阪府(8/23)
20,217.3人

11/8現在
関西圏域 8,095.7人
大阪府 3,215.6人
兵庫県 1,801.1人
京都府 851.0人

大阪府(2/9)
14,712.0人

京都府(8/6)
5,188.3人

兵庫県(2/10)
5,607.0人
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（県）

（国の公表資料等より集計）
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和歌山県(2/9)
495.7人

滋賀県(2/10)
1,018.6人

鳥取県(8/25)
1,034.0人

徳島県(8/25)
2,234.3人

11/8現在
滋賀県 671.7人
奈良県 480.6人

和歌山県 466.4人
鳥取県 333.9人
徳島県 275.4人

奈良県(2/20)
1,172.4人

奈良県(8/25)
2,720.7人

和歌山県(8/25)
1,924.7人

徳島県(3/3)
300.4人

滋賀県(8/25)
2,709.7人

鳥取県(2/1)
149.3人
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第５波(12/16)第５波ピーク 4,499.9人
（8/28 ボトム後65日目）
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第6波ピーク 25,739.4人
（2/9 ボトム後55日目）

（参考１） 第５波から第７波の新規陽性者の状況

第６波(6/21)

（国の公表資料等より集計）

第7波ピーク 46,143.9人
（8/24 ボトム後65日目）

（参考２）人口10万人に対する直近１週間の陽性者数(R４.11.2～R４.11.8 ) 

（国の公表資料より作成）
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各府県市の対処方針に基づく主な措置内容（11月 8 日時点） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 滋賀県 京都府・京都市 大阪府・大阪市・堺市 兵庫県・神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 

外出自粛 
・外出自粛を要請して
いない 

・旅行、帰省等の移動や、
人が集まる場所では、混
雑状況に気をつけ、基本
的な感染対策の実践等、
感染リスクを回避する
行動をとる 

・高齢者や基礎疾患のあ
る方、これらの方と日常
的に接する方は、感染リ
スクの高い場所への外
出を控えるなど特に注
意 

・体調に不安があるとき
は家族も含めて外出を
控える 

・高齢者の命と健康を守
るため、高齢者及び同
居家族等日常的に接す
る方は、感染リスクが
高い場所への外出・移
動を控えること 

・外出時には混雑している
場所や時間を避けて
少人数での行動を要請 

・食べながらの会話など、
感染リスクが高い行動の
自粛を要請 

・感染不安を感じる無症状
者の検査受検を推奨 

 

・外出自粛を要請してい
ない 

・安全な生活・安全な外出
を心がける 

・基本的な感染対策の徹
底、感染リスクの回避、
感染対策が徹底された
飲食店の利用 

・県外先の自治体の要請
や情報を踏まえた行動
をするとともに、帰県後
は無料検査を積極的に
受ける 

・県外から県内に移動さ
れる場合は、本県が用
意している「事前PCR検
査」や、居住地の一般検
査など、無料の検査制
度を積極的に活用 

・自身だけでなく、同居の
家族も含めて、少しで
も体調不良の方がいる
場合は、通勤・登校・登
園や外出を控える 

イベントの 
開催制限 ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる ・国の基準に準ずる 

・国の基準に準ずる 
・業種別ガイドラインの
遵守 

・国の基準に準ずる 

・国の基準に準ずる 
・ガイドラインや感染防
止安全計画に沿った感
染防止対策を徹底 

・国の基準に準ずる 
・ガイドラインや感染防
止安全計画に沿った感
染防止対策を徹底 

施
設
の
使
用
制
限 

飲食店 等 

・会食は認証店舗で感
染リスクを下げる工
夫をして行う 

・業種別ガイドライン
の遵守を徹底した上
で、感染予防対策を十
分に実施 

・適切な感染対策が講じ
られているお店（認証
店）を利用 

・会話の時はマスクを着
用 

・お店では大声で話さな
い 

・余裕を持った配席で、長
時間に及ばないように
する 

 
 
 
[認証店舗以外] 
・同一グループ･同一テー
ブル４人以内要請(５人
以上不可) 

・利用者に対し、2時間程
度以内での利用を求め
ること 

 
［全ての店舗］ 
・利用者に対し、マスク会
食の徹底を求めること 

・カラオケ設備を利用す
る場合は、利用者の密を
避ける、換気の確保等、
感染対策の徹底 

[認証店舗] 
・認証店認証基準の遵守 
 
[認証店舗以外] 
・酒類提供の場合はパーテ
ィションの設置等、一定
の要件を満たすこと 

・「新型コロナ対策適正店
認証」取得の推奨 

 
 
［全ての店舗］ 
・飲食以外の会話時の適切
なマスク着用の推奨 

・利用者の密の回避、手指
消毒設備の設置、効果的
な換気(二方向の窓開け
や気流を阻害しないパー
テーションの配置等)な
ど業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基
づく感染対策の徹底を要請 

・換気・マスク着用・飛沫
防止措置をお願い 

・第三者認証制度の推進 
・業種別ガイドラインを
遵守 

・各事業所で感染拡大予防
ガイドラインを遵守 

・飲食・カラオケは気をつ
けて、換気にも注意 

・イベントや催物を行う場
合は気をつけて ・業種別ガイドラインの

遵守を徹底した上で、感
染予防対策を十分に実
施 

・第三者認証制度の推進 

・業種別ガイドラインの
遵守を徹底した上で、
感染予防対策を十分に
実施 

・とくしまコロナお知ら
せシステムの活用 

・飲食店・宿泊施設の従 
 業員を対象に、県が配
布する抗原検査キット
を用いた検査を実施 

・抗原検査キットを用い
た従業員等の検査に協
力いただいている「コ
ロナ対策三ッ星店」の
積極的利用を推奨 

飲食店以外 
の施設 
・商業施設 
・サービス業 

     等 

・業種別ガイドラインの
遵守 

・これまでにクラスター
が発生しているような
施設や３密のある施設
は、適切な入場整理等
（人数管理、人数制限、
誘導等）の実施 

・感染防止対策の徹底 

・入場者の整理、入場者へ
の適切なマスク着用の周
知、飛沫防止措置等の感
染対策の実施を要請 

（神戸市） 
・業種や施設の種別ごとの
感染拡大予防ガイドライ
ンに基づく感染防止対策
を徹底 

・商業施設の自己認証制
度の推進 

・業種別ガイドラインを
遵守 

・各事業所で感染拡大予防
ガイドラインを遵守 

・イベントや催物を行う場
合は気をつけて 

・業種別ガイドラインの
遵守を徹底した上で、
感染予防対策を十分に
実施 

・スポーツ施設等で更衣
室を利用する際は、必
要最低限の利用に留め
る 
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各府県市の対処方針に基づく主な措置内容（11月 8 日時点） 
 

 

区分 滋賀県 京都府・京都市 大阪府・大阪市・堺市 兵庫県・神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 

学校、大学等 

[県立学校] 
・各教科等における「感
染症対策を講じても
なお感染リスクの高
い学習活動」について
は適切な感染対策を
行った上で実施 

・部活動は、可能な限り
感染症対策を行った
上で、合宿や泊を伴う
活動も含め通常の活
動が可。（ただし、活動
実施地域の感染状況
や都道府県の対応等
確認し、感染防止対策
を徹底） 

・学校、保育所等で決めら
れた感染対策のルール
を守る 

・毎朝の検温等、子どもの
体調管理を行い、家族を
含めて発熱等の症状が
ある場合は登校登園を
控える 

・学校等が休みの日にお
いても感染リスクが高
い行動を控える 

［大学等］ 
・早期のワクチン接種（オ
ミクロン株対応ワクチ
ンの接種含む）を検討す
るよう周知徹底 

・発熱等の症状がある学
生は、登校や活動参加を
控えるよう、周知徹底 

・旅行や自宅･友人宅での
飲み会、部活動や課外活
動における感染リスク
の高い活動（合宿等）や
前後の会食における感
染防止対策の徹底 

・療養証明・陰性証明の提
出を求めない 

[県立学校] 
・｢学校に持ち込まない､学
校内に広げない｣を基本
に、十分な感染防止対策を実施 

・宿泊を伴う活動は、県内・
県外とも、感染対策が確
認される宿泊施設に限定
する（学校は不可） 

・学校衛生管理マニュアル
に沿った感染対策を実施 

・教職員に対し、ワクチン
接種を呼びかけるととも
に、感染リスクの高い行
動等を自粛するよう指導 

（神戸市） 
［市立学校］ 
・学校衛生管理マニュアル
に沿った感染対策を実施 

・部活動での宿泊を伴う活
動は、感染防止対策が講
じられている宿泊施設に
限定（学校は不可） 

・学校、保育所に対して感
染対策責任者による感
染予防対策の励行をお
願い 

・学校・教育現場での感染
予防対策の徹底 

・部活は、練習試合や合同
練習等は慎重に行うこと 

・各競技団体等のガイドラ
インが示す感染予防対策
を徹底した上で活動 

・移動､更衣､飲食等､部活
動に付随する場面も注意 

・本人及び家族に発熱等の
症状があれば、厳に登校
しないこと 

・本人、家族が体調に違和感が
ある場合には絶対に登校し
ないことの徹底。 

・昼食時は、黙食、対面になら
ないこと及び会話する場合
はマスク着用を徹底。 

・部活等の場面では、マスク着
用のメリハリをつけ、ミー
ティング時、更衣時等はマ
スク着用を徹底。 

・消毒液の残量を確認し、手指
消毒を徹底。 

・換気については、気温が低く
なる時期だが、定期的に教
室の窓を開け、空気の流れ
をつくることを徹底。 

・部室、手洗い場、更衣室等の
感染防止対策に係る掲示物
を目立つように貼ることの
徹底。 

・保育施設等、放課後児童クラ
ブは、県ガイドラインを参考に
児童・職員の健康管理、正し
いマスク着用や手指消毒、
暖房使用時のこまめな換気
など基本的感染防止対策を
徹底 

・早期対応のため、子ども関係
施設対策チーム及び学校対
策チームにより施設指導等
を実施 

・学校運営に関する留意点に沿った学
校運営を行う 

・各教科等の指導において感染リスク
の高い教育活動は指導に関する工
夫などを行い実施 

・学校行事の実施について当該地域の
感染状況等を十分に確認した上で
適切に判断する 

・教職員を対象に抗原定性検査を実施 
・就職・進学で県外受験する生徒を対

象に抗原定性検査を実施 
・部活動における練習試合，合宿等の

実施については，当該地域の感染状
況等を十分に確認した上で、適切に
判断するとともに、実施の際は、感
染症対策を徹底する 

・部活動用チェックリスト等を活用し
感染防止対策を徹底 

・県外大会参加時等における部員・教
員を対象に抗原定性検査を実施 

・通学の再開時等において、陰性確認
のための検査や各種証明書の提出
を求めない 

・やむを得ず、登校できない児童生徒
への「学びの保障」として、１人１
台端末等を活用 

［児童等利用施設］ 
・県ガイドライン及びチェックリスト
に基づき、感染防止対策を徹底 

・検査を希望する幼稚園・保育所等職
員を対象に、抗原定性検査キットを
配布し、「抗原検査」を実施 

・同居の家族も含めて少しでも体調不
良の方がいる場合は、児童の登園を
控える 

［大学・専門学校等］ 
・大学等からの要請に基づく「抗原定
性検査キット」の配布 

・県の「大規模集団接種」による「ワ
クチン接種」の推奨 

・学生等への「薬局等における一般検
査」や帰省時における「事前の PCR
検査」の推奨 

事業所等 

・業種別感染拡大予防ガ
イドラインに基づく
感染防止策の徹底 

・テレワーク・時差出勤 
 の活用など職場での 
 感染対策を行う 

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守 
・在宅勤務等、人との接触
を低減する取組の推進 

・出勤時の検温等の健康
管理を行い、家族を含め
て症状がある場合は勤
務させないとともに医
療機関へ相談するよう
指導する 

・職場の感染対策を再点
検し、居場所の切り替わ
りでの注意喚起を徹底 

・症状がある従業員は休
務させる 

・早期のワクチン接種（オミク
ロン株対応ワクチンの接種
含む）を検討するよう周知
徹底 

・療養証明・陰性証明の提出を
求めないよう周知徹底 

・テレワークの活用、時差出
勤、自転車通勤等、人との接
触を低減する取組みを進め
ること 

・重症化リスクのある従業者
等への就 業 上の 配慮 

・業種別ガイドラインの遵守 
・高齢者施設での面会時は、感
染防止対策を徹底すること 

・在宅勤務(テレワーク)取組の
協力依頼 

・感染防止取組の徹底及び事業
継続計画の取組の要請 

・業種別ガイドライン等の実践 
・重症化リスクのある労働者等 
への就業上の配慮 

・欠勤等の際の療養証明書等の提
出を求めないよう要請 

（神戸市） 
・職場への出勤について、在宅
勤務（テレワーク）や時差出
勤の活用等により、柔軟な働
き方を推進するほか、事業継
続計画の実施準備及び計画に
基づく取り組みを行う。 

・感染防止策の継続 
・高齢者施設等に対して
感染対策責任者による
感染予防対策の敢行を
お願い 

・各事業所で感染拡大予防
ガイドラインを遵守 

・在宅勤務やオンライン面
会等の有効活用を 

・事業継続計画の再点検
及び早期策定の推進 

・テレワークや分散・交 
代勤務の促進 

・十分な換気などのエア
ロゾル感染対策の徹底 

・基本的な感染防止対策
の徹底 

・ＢＣＰ（事業継続計
画）の再点検 

・従業員やその家族の体
調管理、無料検査受検
への配慮 

・テレワークや時差出勤
の推進 

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守 
 

若年層のワクチ
ン接種率向上へ
の取組 

・県 HP や YouTube で若
年層向けにワクチン
接種の解説動画やパ
ンフレットを掲載 

・10 月 20 日から、副反応
相談窓口の案内、11 月
1 日からは県大規模接
種会場の広告を SNS で
配信 

・県大規模接種会場にお
いて、県内在住者だけ
でなく県外在住者(県
内への通勤・通学者、県
内に本拠を置く事業
所・学校に在籍する方、
県出身者)も接種対象。
また「予約なし接種」の
実施、1 カ月以上先の予
約ができる「事業所・団
体先行予約枠」を設定。 

・京都タワー会場において、副反
応への不安のある方へのノババ
ックス接種を実施 

・京都タワー会場において、大学・
企業等の団体接種を実施 

・大学・企業等の希望により医療
従事者等を派遣する「ワクチン
接種バス」による出前接種を実施 

（京都市） 
・働いている方、学んでいる方が接
種しやすいよう、「平日夜間」や「金
曜日・土曜日」にも集団接種会場
を開設している。 また、予定を
立てにくい方のため、「事前予約な
し」での接種も実施している。 

・若年層等の目に留まるよう、更なる
広報・情報発信に取り組んでいる。 

・ＣＭソング形式の動画（３０秒Ｃ
Ｍ動画）の制作 

・特設ＷＥＢサイト（ランディング
ページ）の開設 

・接種への理解促進動画（９０秒動
画）の制作 

・ＷＥＢ広告（Youtube、LINE、
Instagram、Twitter、TVer） 

・映画館ＣＭの放映 
・京都市バスの側面広告の掲示 

・30 代以下の府民をターゲットに、 
SNS 等を活用した広報・啓発を実施  

・大学・企業等を対象とした府大
規模接種会場での団体接種を実
施。参加大学・企業を府 HP で公表 

・経済団体を通じ、企業に若年層
をはじめ従業員等の接種促進に
向けた協力を働きかけるととも
に、協力企業を府 HP で公表 

（大阪市） 
・10/20 より 3回目・4回目未接種
者に接種勧奨はがきを順次発
送。10/28 には就学児を対象に
送付。 

・全ての集団接種会場で３回目専
用接種枠を設置（16～39 歳） 

・市HPに若年層向けの特設ページ
を掲載し、ワクチン接種の正しい 
知識や効果と副反応について記載 

・若年層に不安を解消してもらう
ための特設ページを作成 

（堺市） 
・若年層向けに市HPや SNSなどで
早期のワクチン接種を検討する
よう呼びかけ 

・若年層向けインターネット広
告を作成し、追加接種につい
て啓発 

・県大規模接種会場における予
約なし接種を実施し、付近の
大学等に、取組等の広報活動
を実施 

・県内大学から大規模接種会場
への送迎にあたり国補助への
県独自の追加支援を実施 

（神戸市） 
・オミクロン株対応ワクチンの
接種を開始し、希望者がすみ
やかに接種を受けられるよう
大規模接種会場を再設置 

 

・県外在住者の内、県内へ
の通勤・通学者も広域接
種会場での接種対象に
加えたほか、当日予約も
実施 

・加えて、大学、企業等か
らの団体予約も実施 

・企業に対し、その従業員
の接種を働きかけるこ
と及び接種しやすい職
場づくりを依頼 

・県立高校や私立学校に
対し、積極的な情報発信
を依頼 

・オミクロン株対応ワク
チンの安全性や効果な
どをまとめた Q&A を作
成するなど、情報発信を
充実 

・12～17 歳向けの集団接種
をショッピングモールで
実施（市主催） 

・大学等へワクチンバス
による巡回接種を実施 

・インフルエンザワクチ
ンとの同時接種が出来
る県営会場の開設 

・市と共同でＪＲ主要駅
前での街頭キャンペー
ンを実施 

・２価ワクチン接種のた
めのプレゼントキャン
ペーンを展開 

・平日夜間や休日に接種
日を設定するなど、接
種機会を広く提供でき
る大規模集団接種会場
を駅前やショッピング
モール等に設置 

・ワクチンに関する疑問
を持つ高校生からの質
問に、医師や接種を終
えた看護学生が答える
動画を作成し、県庁舎
や市町村、SNS 等で発信 

・副反応への不安やアレ
ルギー等の理由で接種
を控える若年層等に接
種機会を提供するた
め、県内 10箇所の医療
機関をノババックス接
種センターとして認証
し、令和 4 年 10 月 13
日から接種開始 


